
労働者の適切な賃金水準による賃金支払いの確認に関する試行要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、市川市が発注する建設工事における品質の確保並びに労働条件の

向上により、将来にわたる労働者の確保・育成の推進を目的として、労働者の適

切な賃金水準による賃金支払いの確認について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１） 受注者 第３条に規定する契約を市と締結した者 

（２） 下請業者 下請その他いかなる名義によるかを問わず、市以外の者から第３条

に規定する契約に係る業務の一部について請け負った者 

（３） 請負労働者 自らが提供する労務の対価を得るために受注者又は下請業者と

の請負契約により第３条に規定する契約に従事するもので、次のいずれにも該当

するものであって、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第９条に規定する労

働者と同視すべき者 

   ア 当該契約に係る業務に使用する資材の調達を自ら行わない者 

   イ 当該契約に係る業務に使用する建設機械その他の機械を持ち込まない者 

（４） 労働者 受注者又は下請業者に雇用され当該契約に従事する者及び請負労働

者として当該契約に従事する者 

（５） 賃金 労働基準法第１１条に規定する賃金及び請負労働者の収入 

 

（対象とする契約） 

第３条 労働者の適切な賃金水準による賃金支払いの確認を行う契約は、設計金額が 

３，０００万円を越える建設工事において、市川市低入札価格調査制度に関する

要綱第９条の規定により落札者を決定した契約とする。ただし、契約課長が、契

約の内容、相手方等により、労働者の賃金支払いの確認を行う必要がないと認め

るときは、この限りではない。 

 

（入札参加者への周知） 

第４条 この要領が適用される旨を、一般競争入札においては、公告文により周知する

ものとし、指名競争入札においては、指名通知により周知するものとする。 

 

（労働者の賃金支払いの確認） 

第５条 第３条による契約を締結する者は、当該契約締結までに、労働者の賃金支払い



の確認に関する誓約書（様式第１号）を市に提出するものとする。 

２ 受注者は、市が指定する期日までに労働者賃金支払報告書（様式第２号）を市に

提出するものとする。 

３ 市は、労働者賃金支払報告書により確認を行い、疑義については、受注者に確認

するものとする。受注者は、すみやかに下請業者に確認を行い、市に報告するもの

とする。また、市は更に確認が必要と判断した場合は、市川市発注工事に係る労働

環境等の確認に関する試行要領に規定する労働条件審査（以下「労働条件審査」と

いう。）を実施する社会保険労務士に情報を提供し、労働条件審査にあわせて審査

を依頼することができる。 

４ 前号による労働条件審査においては、受注者及び下請業者は審査を実施する社会

保険労務士に協力しなければならない。 

 

（改善指導並びに競争参加資格停止基準の措置） 

第６条 市は、この要領に規定する労働者の賃金支払いの確認及び労働条件審査の結果

を踏まえ、必要と認める場合には、受注者に対して改善指導を行うものとする。 

２ 前項の規定による改善指導に従わない場合は、「市川市建設工事等請負業者等競

争参加資格停止基準」に基づく、競争参加資格停止措置を講じることができるもの

とする。 

（賃金水準） 

第７条 この要領における賃金水準は、公共工事設計労務単価を基準とする。 

（補足） 

第８条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、契約課長

が別に定める。 

附則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の規定は、平成２９年４月１日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入

札の参加者の指名の通知をする競争入札について適用し、同日前に当該公告又は当該

通知をした競争入札については、なお従前の例による。 



様式第１号（第５条関係） 

 
労働者の賃金支払いの確認に関する誓約書 

 
 
                        平成  年  月  日 

 
市 川 市 長 

 
 
 工 事 名         

   
 

上記の契約に当たり、労働者の適切な賃金水準による賃金支払いの確認に関

する試行要領（以下「要領」という。）及び手引き並びに下記に規定する事項を

遵守することを誓約します。 
なお、要領の規定による措置については、一切の異議申立てをしないことを

併せて誓約します。 

 
記 

 
１ 労働者の適切な賃金水準による賃金支払いの確認（以下、「確認」という。）

に協力します。 

 
２ 下請業者も確認の対象となることから、確認に関する誓約書（任意様式）

を提出させ、写しを市川市に提出します。 

 
３ 確認における事務手続きについて、市川市と下請業者との調整を行います。 

 
４ 労働者賃金支払報告書及び資料を作成するほか、下請業者にも作成を指導

し、取りまとめて提出します。なお、書類は適切に取扱うとともに、故意又

は不注意による流出・紛失・漏えい等の事故を起こさないよう注意します。 

 
５ 確認の結果、市川市から改善指導を受けた場合は、それを尊重します。 

 
 
            住    所 
            商号又は名称 
            氏    名                印 

 



様式第２号（第５条関係）  労働者賃金支払報告書

う ち 割 増
賃金対象
労働時間

う ち 割 増
賃金対象
労働時間

A B C D E G H I J K L M N O P Q R S T U V W
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8
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15

就業規則
等に基づ
く 年 間 所
定労働日
数

賃金計算
期間の実
労働日数

賃金計算
期間に本
工事に従
事 し た 実
労働日数

就業規則
等に基づ
く 年 間 所
定労働時
間

就業規則
等に基づ
く１日の所
定労働時
間

賃金計算期間の実
労働時間

賃金計算期間に本
工事のみに従事した
実労働時間

賃金計算
期間の基
本給額

労働日数 労働時間 賃金等の内訳

支払実績
賃金単価

入力不要
（表示が出ましたら、
別シートに入力してく

ださい。）

賃金計算
期間に毎
月きまっ
て支給さ
れる基準
内手当額

 電話番号/FAX番号

 E-mail

X

１か月当
たりの臨
時の給与
額

兼業職種

F

本工事に
従事した
ときにの
み支給さ
れる基準
内手当額

労働者氏名
または記号

請
負
労
働
者

従
事
状
況

従事職種

 直近上位の発注者

賃金計算
期間に毎
月きまっ
て支給さ
れる実物
給与額

本工事に
従事した
ときにの
み支給さ
れる実物
給与額

番
号

 工事名

 工期

 商号又は名称

 代表者名

 所在地

 担当者名

 所属部署

平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日

 報告書作成日

平成　　年　　月　　日　～　　月　　日

 賃金支払日

 賃金計算対象期間

給
与
形
態


